














（設立認証申請用）

役 員 名 簿

フリガナ I エヌピーオーホウジンヨコハマシパラスポーツシドウシャキョウギカイ

特定非営利活動法人の名称 I NPO法人横浜市パラスポーツ指導者協議会

役名
（フリガナ）

住所又は居所 I報酬の有無 I備 考
氏 名

理事
タガワ ゴウタ

なし 理事長
田川豪太

理事
ゴトウ タカヒサ

なし 副理事長
後藤貴久

理事
ヒラヤマ カズユキ

あり 副理事長
平山和幸

理事
ィシハラ シュウジ

なし
石原修二

理事
ナガサキコウイチ

なし
長崎浩一

監事
イワサワ ヒデキ

なし
岩澤英喜

◇ 役員は、法第 20条の欠格事由に該当しないこと、法第 21条による親族規定に反しないことが必

要です。

◇ 親族規定の考え方．

役員総数が5人以下の場合、配偶者も三親等以内の親族（以下、 「親族等」といいます。）

（※）も含むことはできません。

役員総数が6人以上の場合、各役員につき、 1人だけ親族等を含むことができます。

（※）三親等以内の親族

父母、子｀祖父母、孫｀伯叔父母、甥姪（血族及び姻族とも） （6ページ参照）

◇ 役員報酬を受けることができる者は、役員総数の3分の 1以下です。


















